
 

 

平成 31年 4月 17日    

（通算第 355号）     

問い合わせ先        

長野県庁園芸畜産課   

電話 026-235-7232   

 

 

 

 平成 31 年４月 17 日、岐阜県恵那市の養豚農場で豚コレラの疑似患畜が確認され

ました。飼養衛生管理基準を徹底するとともに、野生動物の侵入等の対策を確

実に実施していただくようお願いします。 

飼育している豚・いのししで豚コレラを疑う症状があったら、家畜保

健衛生所へ通報をお願いします。 
   

 

 

 

 
                                                                 

  

家畜保健衛生所 電話番号 家畜保健衛生所 電話番号 家畜保健衛生所 電話番号 
佐久 0267-62-4123 飯田 0265-53-0439 長野 026-226-0923 
伊那 0265-72-2782 松本 0263-47-3223 県庁園芸畜産課 026-235-7232 

 

 

発生概況 発生農場：岐阜県恵那市 養豚農場 9,628頭 

経 緯 
・４月 16日：飼育豚で異常を認めたことから家畜防疫員が立入検査を実施 
・４月 17日：精密検査の結果、疑似患畜であることを確認 

 

岐阜県恵那市の養豚場で豚コレラ疑似患畜発生！ 

発生農場（20例目）の概要 

発生予防のポイント（第 6回豚コレラ疫学調査チーム検討会調査結果概要から） 

（１）毎日の健康観察と早期通報･相談 

・発熱、元気消失、食欲減退、流死産、結膜炎、紫斑等の確認 

 

（２）適切な洗浄・消毒の履行 

 ・農場や豚舎の出入口付近や周辺の消毒、出入りする車両の洗浄・消毒の徹底 

 ・原則として器具類を豚舎外から持ち込まない 

・器具を豚舎へ持ち込む場合には、洗浄、消毒を徹底 

 ・豚舎ごとに専用の長靴や防護服を着用 

 

（３）農場内での豚の移動時の対策 

・豚舎間や農場間の豚の移動は、消毒した移動用のケージを使用 

・豚舎間を移動する場合、直接地面を歩かせることは避ける 

・やむを得ず直接地面を歩かせる場合は、事前に通路を洗浄・消毒 

 

（４）飲水及び洗浄用水の消毒の徹底 

 ・飲水や洗浄用水として沢水等の地表水の使用は避ける 

 ・やむを得ず使用する場合には、消毒の実施と消毒薬の濃度などの管理を徹底 

 


